
‐1‐ 
  （第 8版 2024.10.01 改定） 

 

 

「指定居宅療養管理指導」重要事項説明書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所は、利用者に対して指定居宅療養管理指導サービスを提供します。事業所の概

要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

 

 

 

 

１ 事業者 

（１） 法 人 名   医療法人社団 晴緑会 

（２） 法人所在地   高知県高知市一宮南町一丁目１０番１５号 

（３） 電 話 番 号   ０８８－８４５－１６４１ 

（４） 代 表 者 名   理事長 種子田 吉郎 

（５） 設立年月日   昭和５２年３月１３日 

 

２ 事業所の概要 

（１） 事業所の種類  指定居宅療養管理指導 

（２） 事業所の名称  医療法人社団 晴緑会 宮崎医療センター病院 

（３） 事業所所在地  宮崎県宮崎市高松町２番１６号 

（４） 電 話 番 号  ０９８５－２６－２８００ 

（５） 管 理 者 名  田畑 直人 

（６） 開設年月日  平成１２年２月１６日 

 

３ 事業の目的 

要介護状態になった場合にも、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、医師、薬剤師、管理栄養士が、通院が困難

な利用者に対して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療

養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図ることを目的と

します。 

 

４ 当事業所の運営方針 

（１） 要介護状態になっても、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応

じ自立した質の高い日常生活を営むことができるように支援し、利用者の社会的孤

立感の解消及び心身の機能維持、回復並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の

提言を図ります。 

（２） 訪問診療等により、常に利用者の症状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続

的な医学的管理に基づいて、居宅支援事業者に対し居宅サービス計画の作成等に必

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

 

（指定事業所番号４５１０１１３１１３） 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定を受けた方が対象となります。

要介護認定を受けていない方は、認定申請の援助を行います。 
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要な情報提供を行います。また、利用者又は家族に対し、居宅サービスの利用に関

する留意事項、介護方法等について指導助言を行います。 

（３） 事業の提供にあたっては利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立

って、提供されるサービスが特定の種類に不当に偏することのないよう、公正中立

に行います。 

（４） 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健･医療･福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

 

５ 事業実施地域及び営業時間 

 

６ 職員の体制 

当事業所では、利用者に対して指定居宅療養管理指導サービスを提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 当事業所が提供するサービス内容と利用料金 

（１） サービス内容 

  医師 

① 通院が困難な利用者に対し、利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な 

医学的管理に基づいて、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行います。

② 利用者、家族に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等につい 

て指導、助言を行います。その際、文書等の交付により行うように努めます。 

③ 文書等により指導、助言を行った場合は、当該文書等の写しを保存し、口頭によ 

る場合は、その要点を記録します。 

 

  薬剤師 

① 医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、薬歴管理、服薬指導、 

薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行います。 

② 利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、 

妥当適切にサービスの提供を行います。 

  ③ 作成した計画を利用者、家族に提供するとともに、提供した指定居宅療養管理指

導の内容について、利用者、家族に対して文書等で提供するように努め、速やかに

記録を作成するとともに、医師又歯科医師に報告します。 

  ④ 概ね３月を目途として、当該計画の見直しを行います。 

  

通常の事業の実施地域 宮崎市、国富町 

営業日 月～金曜日（祝祭日及び１２/３１～１/３を除く）  

営業時間 ０８：３０~１７：００  

職 種 常勤 常勤(兼務) 

管 理 者  １ 

医   師  ７ 

薬 剤 師  １ 

管理栄養士  １ 
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 管理栄養士 

① 医師の指示に基づき、栄養ケア計画を作成し、利用者又は家族に、栄養管理に 

係る情報提供及び栄養食事相談、助言を行います。 

② 作成した計画を利用者、家族に提供するとともに、提供した指定居宅療養管理指 

導の内容について、利用者、家族に対して文書等で提供するように努め、速やかに 

記録を作成するとともに、医師に報告します。 

③ 概ね３月を目途として、当該計画の見直しを行います。 

 

（２） サービス利用料金 

① 介護保険の適用がある場合は、原則として提供された居宅療養管理指導費の１割

から３割（負担割合証に応じて）が利用者の負担額となります。  

 

自己負担 1 割の場合                        単位：円 

 

 

医   師 

（月２回が限度） 

 

 

居宅療養 

管理指導費 

（Ⅰ） 

単一建物居住者が１人 

単一建物居住者が２～９人 

単一建物居住者が１０人以上 

５１５ 

４８７ 

４４６ 

居宅療養 

管理指導費 

（Ⅱ） 

単一建物居住者が１人 

単一建物居住者が２～９人 

単一建物居住者が１０人以上 

２９９ 

２８７ 

２６０ 

 

薬 剤 師 

（月２回が限度） 

 

病院又は診療

所の薬剤師が

行う場合 

単一建物居住者が１人 

単一建物居住者が２～９人 

単一建物居住者が１０人以上 

５６６ 

４１７ 

３８０ 

 

 

管理栄養士 

（月２回が限度） 

 

 

居宅療養 

管理指導費 

（Ⅰ） 

単一建物居住者が１人 

単一建物居住者が２～９人 

単一建物居住者が１０人以上 

５４５ 

４８７ 

４４４ 

居宅療養 

管理指導費 

（Ⅱ） 

単一建物居住者が１人 

単一建物居住者が２～９人 

単一建物居住者が１０人以上 

５２５ 

４６７ 

４２４ 

     

   ② 特別指示に基づく管理栄養士による居宅管理栄養指導は、その指示の日から３

０日間に限り、従来の居宅療養管理指導の限度回数（１月に２回）を超えて、２回

を限度として行うことができます。 

 

（３） その他の費用 

① 事業実施地域外交通費 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用

される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。サ

ービスの利用料金と一緒にご請求しますので、お支払い下さい。（１㎞×２０円） 

   ② 複写物に係る費用 

     利用者からの申し入れで、事業者が交付した書類の再交付やサービス提供記録

等の交付請求で複写物を交付する場合の手数料として実費を請求いたします。 

    （1 枚×20 円） 
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（４） 利用料金のお支払い方法 

支払いについては、利用料金等の合計額の請求書を、毎月月末締めで計算し、翌月

10 日以降に送付いたします。お支払いは原則、金融機関口座からの自動引落（毎月

22日、但しその日が土日祝の場合は翌営業日）とさせていただきます。なお、引き落

とし手数料（99円）と請求書送付代（110円）につきましては、ご利用者負担となり

ます。 

預金残高不足等により自動引き落としができなかった場合は滞納となりますので、

記帳するなどしてご確認ください。自動引落ができなかった場合（「口座引き落とし

手続きが間に合わない」「残高不足」等）は、その月の月末までに口座振込（振込手

数料はご負担願います）又は施設窓口（現金、クレジットカード、デビットカード払

い）にてお支払いください。お支払い終了後、領収書を発行します。なお、口座引き

落とし及び口座振り込みの場合の領収書は、翌月の請求書に同封して郵送させていた

だきます。 

銀 行 名   みずほ銀行 宮崎支店 

預金種類   普通預金 

口座番号   １７７５９７０ 

口 座 名   医療法人社団 晴緑会 宮崎医療センター病院  

        理事長  種子田 吉郎 

   お支払いの確認後領収書を発行しますので、必ず保管されますようお願いします。

（医療費控除等で必要となる場合がございます。再発行はできません。） 

利用料及びその他の費用の支払について、正当な理由がないにもかかわらず、2 ヶ

月以上滞納し、さらに支払いの催告から 14 日以内に支払いがない場合は契約を解約

した上で、1 ヶ月以内に未払い分をお支払いいただきます。 

 

８ サービスの提供にあたって 

（１） サービスの提供が開始される前までに、介護保険被保険者証に記載された内容を

確認させていただきます。被保険者の住所等に変更があった場合は、速やかに当事

業所にお知らせ下さい。 

（２） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、当該申請が行われるよう援助を行い

ます。要介護認定を受けている場合は、有効期限が終了する３０日前には更新の申

請がなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

（３） 利用者の心身の状況、介護者等の変化から日常生活を過ごす上で必要と思われる、 

成年後見人制度や日常生活自立支援事業の利用を援助します。 

 

９ サービス提供の記録 

（１） 文書等により指導、助言等を行うことに努め、当該文書の写しを保存します。口

頭により指導又は助言を行った場合は、その要点を記録します。その記録はサービ

スを終了した日から５年間保存します。 

（２） 利用者は、サービス提供記録の閲覧および複写物の交付を請求することができま

す。なお、複写物については１枚２０円の実費を請求いたします。 

 

１０ 衛生管理等 

（１） サービス提供職員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行い、 

指定居宅療養管理指導事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（２） 事業所は、感染症が発生し又はまん延しないように、委員会の開催、指針の整備、

研修及び訓練を実施します。 
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１１ 守秘義務について 

   事業者及びサービス従事者又は従業員は､サービスを提供するにあたって知り得た

利用者又は家族等に関する事項を正当な理由なく､第三者に漏洩しません。また、契

約終了後や当該サービス事業所の従事者でなくなった場合も同様とします。 

 

１２ 身体拘束その他の行動制限 

（１） 指定居宅療養管理指導の提供に当たって、利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。 

（２） 利用者に対し、身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記載します。 
 

１３ 虐待の防止に関する事項 

（１） 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するための措置

を講じるものとし、虐待防止対策の委員会の開催、指針の整備、担当者の配置を行

います。 

（２） サービス提供中に、当事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町

村に通報します。 

 

１４ 緊急時等における対応方法 

  サービス提供中に利用者の病状変化などが生じた場合は、主治医への連絡、家族、  

居宅介護支援事業者の他、利用者が予め指定する連絡先にも連絡するなど必要な措置を

講じます。 

 

  主治医氏名                             医療機関名                                電話番号                     

 

 

  

  家族等氏名      続柄    電話番号 

 

 

  

 

１５ 事故発生時の対応 

（１） 事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場

合は、速やかに利用者の家族、主治医、市町村及び関係居宅介護支援事業者等に

連絡するとともに必要な措置を講じます。 

（２） 事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

保険会社名 損害保険ジャパン株式会社 

 

（３） 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

 

１６ 苦情の受付について 

（１） 苦情の受付 

提供した居宅療養管理指導に係る利用者及び家族からの相談及び苦情を受け付け

るため以下の窓口を設置しています。 

窓口部署  宮崎医療センター病院 健康増進室（居宅療養管理指導事業所） 

宮崎医療センター病院 総務課 
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電話：０９８５－２６‐２８００ 

FAX：０９８５－２７‐６８１１ 

ご利用時間 ８：３０～１７：００（土・日、祝日、および 12/31～1/3 を除く） 

ご利用方法 直接お話を伺う他、電話やファックス、ホームページのお問合せ 

フォームでの受付があります。 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：https://www.jojinkai.com/miyazaki/ 

（２） 苦情に対する措置 

    苦情処理委員会において調査･検討の上必要な説明､対応等の措置をとります。 

    また、必要に応じて市町村､国民健康保険団体連合会に改善結果を報告します。 

（３） 行政機関その他苦情受付機関 

宮崎市役所 福祉部 

介護保険課 

所在地 ：宮崎市橘通西１－１－１ 

電話番号：０９８５－２１－１７７７ 

国富町役場 保険介護課 

介護係 

所在地 ：東諸県郡国富町本庄４８００ 

電話番号：０９８５－７５―９４２３ 

国民健康保険団体連合会 

相談苦情窓口 

所在地 ：宮崎市下原町２３１－１ 

電話番号：０９８５－３５－５３０１ 

宮崎県福祉サービス運営 

適正化委員会 

所在地 ：宮崎市原町２－２２ 

電話番号：０９８５－６０－０８２２ 

 

１７ 業務継続計画の策定 

（１） 事業所は、感染症や非常災害において、利用者に対する指定居宅療養管理指導の

提供を継続的に実施するための、業務継続計画を策定し、当該事業計画に必要な措置

を講じます。 

（２） 事業所は、業務継続計画に対する研修及び訓練を実施し、業務継続計画の見直し

や変更を行います。 

 

１８ 秘密の保持と個人情報の取り扱いについて 

（１）事業者は、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省の「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」、「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」、「福祉関係事業者における個人情報の適正な

取扱いのためのガイドライン」、「福祉分野における個人情報保護に関するガイドラ

イン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

（２）事業者及び事業従事者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の

秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

（３）また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続

します。 

（４）事業者は、従事者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従事者である期間及び従事者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき

旨を、従事者との雇用契約の内容とします。 

（５）事業者は、利用者及びその家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者

会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いません。 

（６）事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報の含まれる記録物（紙によるもの、

電磁的記録）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも

第三者への漏洩を防止するものとします。 

https://www.jojinkai.com/miyazaki/
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（７）事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示す   

ることとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞

なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。そ

の際に発生する複写料は利用者の負担となります。 

 

 《居宅療養管理指導における個人情報利用目的》 
 当事業所では、個人情報の保護に関する法律並びに各種ガイドラインに沿って、次の目

的で利用者ならびにその家族の個人情報を利用させていただきます。 

（１）居宅療養管理指導サービスの提供 

①居宅療養管理指導サービスの提供に際し相談により把握した調査表等に記載した

事項、主治の医師からの指示書、居宅介護計画書等サービス提供に関連した情報 

②病院、診療所、薬局、介護サービス事業者、行政機関との必要な連携 

③病院、診療所、薬局、介護サービス事業者、行政機関などからの照会への回答 

④ご家族への状態等の説明 

（２）介護サービス費請求のための事務 

  ①当事業所での介護サービス費の請求に関する事務 

  ②審査支払機関へのレセプトの提出 

  ③審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

  ④公費負担に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 

（３）宮崎医療センター病院の管理運営業務 

  ①会計・経理 

  ②介護サービス提供時の苦情・相談業務、事故、虐待等に関する処理業務 

  ③その他管理運営上必要な業務 

（４）外部監査機関への情報提供 

（５）賠償責任保険などに係る保険会社、弁護士等への届出等 

（６）業務の維持・改善のための基礎資料 

（７）当事業所で行う学生、実習生等の実習への協力 

（８）医療・介護のサービスの質・技術の向上を目的とした教育・研修での症例研究 

   や学会・研究会での発表等（その際、氏名等は匿名化しますが、匿名化が困難 

な場合は、本人の同意を得ます） 

・上記の内、情報提供について同意しがたいものがある場合には、その旨お申し出下ださ

い。申し出のないものについては、同意していたものとして取り扱わせていただきます。

これらのお申し出はいつでも撤回、変更等をすることが可能です。 

・利用目的を変更する際は、あらかじめ利用者またはその家族に同意を得ます。また、上

記以外に利用者及びその家族の個人情報を使用する際には、別途文書にて使用に関する同

意を得るものとします。 

・個人情報を取り扱う業務を委託する際は、その漏洩、滅失または、毀損の防止に努め、

事故発生時の責任関係を明確にいたします。 

 

１９ 損害賠償について 

（１） 事業者は､本契約に基づく指定居宅療養管理指導の実施に伴って、自己の責に帰

すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、

利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟

酌して相当と認められるときに限り、損害賠償額を減じることができるものとし

ます。 

（２） 利用者又はその家族などが事業所のサービス従業員に対し、生命･身体･財産等の

損害を与えた場合にはその損害賠償の請求を行うことがあります。 
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２０ 契約の終了について 

（１） 契約の有効期間は､契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日まで

ですが､契約満了の 7 日前までに利用者から契約終了の申し入れがない場合には､

契約は同じ条件で更新され､以後も同様となります。但し、以下の事項に該当する

に至った場合には、当事業所との契約は終了します。 

 

（２） 利用者からの契約解約の申し出 

契約の有効期間であっても､利用者から利用契約を解約することができます。そ

の場合には､契約解約を希望する日の 1 週間前までに理由を添えて申し出てくださ

い。但し、以下の場合には､即時に契約を解約することができます。 

 

（３） 事業者からの契約解約の申し出 

以下の事項に該当する場合には､1 ヶ月以上の予告期間を設けたうえで、その理

由を記載した文書により本契約解約させていただくことがあります。 

① 利用者が死亡した場合 

② 利用者が介護保険施設等に入所した場合 

③ 要介護認定により､利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

④ 当事業者が解散した場合､破産した場合又はやむを得ない事由により事業所

を閉鎖した場合 

⑤ 当事業所の滅失や重大な毀損により､利用者に対するサービスの提供が不可

能になった場合 

⑥  当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑦  利用者の都合で指定居宅療養管理指導の提供が６０日以上されない場合 

① 事業者が作成した各種計画書に同意できない場合 

② 事業者もしくはサービス提供従事者が、正当な理由なく本契約に定める支援

を実施しない場合 

③ 事業者もしくはサービス提供従事者が守秘義務に違反した場合 

④ 事業者もしくはサービス提供従事者が故意又は過失により、利用者の身体･財

物･信用等を傷つけ､又は著しい不信行為､その他本契約を継続しがたい重大

な事由が生じた場合 

① 利用者が正当な理由がないにもかかわらず、利用料金を 2 ヶ月以上滞納し、

さらに支払いの催告から 14 日以内に支払いがない場合（なお、この場合は契

約を解約した上で、1 ヶ月以内に未払い分をお支払いいただきます） 

② 利用者が､契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について､故意

にこれを告げず､又は不実の告知を行い､その結果本契約を継続しがたい重大

な事由を生じさせた場合 

③ 利用者が､故意または重大な過失により、事業者又はサービス提供従事者もし

くは他の利用者等の生命･身体･財物･信用等を傷つけ､又は著しい不信行為を

行うことなどによって､本契約を継続しがたい重大な事由を生じさせた場合 

④ サービス提供従事者に対する、暴言・暴力・嫌がらせ、名誉を傷つける言動、

ハラスメント行為等によりサービス提供が著しく困難になった場合 

⑤ 管理指導計画書等に示された以上のサービス提供を強要する場合 

⑥ 管理指導計画書等に基づくサービス提供が、利用者の都合で提供できない場

合（介護支援専門員や関係機関と調整の上） 
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＊ご不明な点等ございましたら、説明者ならびに事業所管理者、苦情等ご相

談窓口までお気軽にお問い合わせください。 

 

 

同   意   書 
 

令和  年  月  日 

 

 

指定居宅療養管理指導サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき

重要事項の説明を行いました。 

 

 

医療法人社団晴緑会 宮崎医療センター病院 

 

説明者職名                 

 

氏   名              印  

 

 

 

 

私は､本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅療

養管理指導サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

 

利用者氏名              印  

 

住   所                         

 

 

家族等氏名              印  

 

住   所                         
 

 

 

 
 

※ この重要事項説明書は､厚生省令第３８号（平成１１年３月３１日）第

４条の規定に基づき、利用申込者またはその家族への重要事項説明のた

めに作成したものである。 
 


